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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属製の時計ケースと、金属製の裏蓋とを備えるハウジングと、
　前記ハウジング内に収容され、外部からの電波を受信するためのアンテナと、
　前記ハウジング内に配置された、非導電性かつ脆性材料で形成された文字板と、
　前記文字板の外周に配置された導電性の環状部材と、
　前記環状部材と、前記ハウジングの内側に設けられた突設部との間を絶縁するようにこ
れらの間に介在される絶縁領域と、
を備え、
　前記環状部材は、前記突設部に覆われて看者から視認できない位置に配置されているこ
とを特徴とする無線機能付き時計。
【請求項２】
　前記環状部材に形成され、環状部材を周方向に分断する少なくとも１つのスリットを備
えることを特徴とする請求項１に記載の無線機能付き時計。
【請求項３】
　前記スリットが、アンテナの少なくとも一方の開口端部に対向して、アンテナの上方近
傍に配置されていることを特徴とする請求項２に記載の無線機能付き時計。
【請求項４】
　前記環状部材のスリット内に配置された絶縁部材を備えることを特徴とする請求項２ま
たは３に記載の無線機能付き時計。
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【請求項５】
　前記突設部が、前記時計ケースから内側に設けられた突出部であることを特徴とする請
求項１から４のいずれかに記載の無線機能付き時計。
【請求項６】
　前記突出部と前記環状部材との間を絶縁するようにこれらの間に介在される絶縁領域を
備えることを特徴とする請求項５に記載の無線機能付き時計。
【請求項７】
　前記時計ケースが見返し受け部を備え、
　前記突設部が、前記見返し受け部の上方に載置される、少なくとも一部が導電性の見返
しリングであり、
　前記環状部材全体が、前記見返しリングに覆われていることを特徴とする請求項１から
４のいずれかに記載の無線機能付き時計。
【請求項８】
　前記見返しリングと前記環状部材との間を絶縁するようにこれらの間に介在される絶縁
領域を備えることを特徴とする請求項７に記載の無線機能付き時計。
【請求項９】
　前記突設部が、導電性の材質により形成され、
　前記環状部材に形成されたスリットの位置に対応して、前記突設部にスリットを設ける
ことを特徴とする請求項２から４のいずれかに記載の無線機能付き時計。
【請求項１０】
　前記突設部が、導電性の材質により形成される突出部であり、
　前記環状部材に形成されたスリットの位置に対応して、前記突出部にスリットを設ける
ことを特徴とする請求項９に記載の無線機能付き時計。
【請求項１１】
　前記突設部が、導電性の材質により形成される見返しリングであり、
　前記環状部材に形成されたスリットの位置に対応して、前記見返しリングにスリットを
設けることを特徴とする請求項９に記載の無線機能付き時計。
【請求項１２】
　前記絶縁領域が、アンテナの少なくとも一方の開放端部に対向して、アンテナの上方近
傍に配置されていることを特徴とする請求項１から１１のいずれかに記載の無線機能付き
時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線機能付き時計、特に、所定の電波を受信できるアンテナと、アンテナを
収容するための導電性のハウジングを備えた時計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パソコン通信機能、携帯電話機能や非接触式ＩＣカード機能などの無線機能を備
える時計は、すでに知られている。
　このような無線機能付き時計として、時刻情報を含む長波標準電波（搬送波）を受信し
、その時刻情報に基づいて時刻を修正する無線機能を備えた電波時計も、また広く知られ
ている。
【０００３】
　これらの無線機能付き時計は、他の通信機器と同様に、所定の電波を受信するためのア
ンテナを備える必要がある。
　このため、電波を受信する機能、すなわち、受信感度からすれば、電波を受信するため
のアンテナを収容する筐体であるハウジングを、合成樹脂などの非導電性の素材から構成
することが考えられる。
【０００４】
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　しかしながら、これら無線機能付き時計は、時計であるがために、他の通信機器と異な
り、装飾品、または装身具としての美観や高級感が求められる。
　このため、電波を受信するアンテナを収容する筐体であるハウジングの素材として、合
成樹脂などの非導電性の素材ではなく、導電性の素材、すなわち、金属製の素材を採用す
ることが求められる。
【０００５】
　これは、合成樹脂などのハウジングが、その質感、色調、または軽量さから、安価な外
観と装着感とを使用者に与えるものであり、これに対して、金属製のハウジングが、高級
感のある外観と装着感とを使用者に与えるためである。
【０００６】
　この金属製のハウジングに対する要求は、ユーザーに携帯される装身具としての腕時計
において、特に著しいものである。
　しかしながら、アンテナを、導電性のハウジング、すなわち、金属製のハウジング内に
収納した場合には、アンテナ近傍に発生する磁束が導電材料である金属製のハウジングに
吸収され、共振現象が妨げられるため、アンテナが標準電波を受信する受信機能が著しく
低下してしまうことになる。
【０００７】
　このため、従来より、様々な受信感度向上のための提案がなされている。
　例えば、特許文献１では、金属製筐体である金属製のハウジングを備える電波時計、特
に電波腕時計が開示されている。
【０００８】
　すなわち、図３１に示したように、この電波時計１００は、ハウジング１０２を備えて
いる。
　なお、本明細書中「上下方向」とは、図３１、または図２において、上下方向を意味す
る。従って、上面とは、腕時計を手首に装着した状態において、外方に露出する面であり
、下面とは、同状態において手首と相対する面である。
【０００９】
　また、「平面方向」とは、上下方向に直交する方向であって、図２において、左右方向
を意味するものであり、平面方向が、バンドの長手方向、または、バンドの幅方向と重複
する場合もある。
【００１０】
　このハウジング１０２は、金属製の枠体を構成する時計ケース１０４と、時計ケース１
０４の下面開口部を覆うように密封状態で装着される金属製の裏蓋１０６と、この時計ケ
ースの上面開口部を覆うように、密封状態で装着される風防（ガラス）１０８とを備えて
いる。
【００１１】
　このハウジング１０２内には、時計駆動部を構成するムーブメント１１０と、このムー
ブメント１１０の上面に配置され、ムーブメントを光の起電力によって駆動するためのソ
ーラーセル１１２を備えている。
【００１２】
　また、このソーラーセル１１２の上面には、ソーラーセル１１２の発電に寄与する波長
の外光を、少なくともムーブメント１１０の駆動に足るだけ透過させる透光機能を有する
文字板１１４を備えている。
【００１３】
　さらに、このムーブメント１１０の側部下方には、標準電波を受信するためのアンテナ
１１６が付設されている。
　なお、図示しないが、ムーブメント１１０より突出して、ソーラーセル１１２と文字板
１１４とを貫通する針軸に、分針と時針とが配置される。これら分針と時針とは、文字板
１１４と風防１０８との間に位置して時刻を表示するようになっている。
【００１４】
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　さらに、時計ケース１０４は、外方に突出する２組のバンド取り付け部１１８を備えて
おり、これらのバンド取り付け部１１８にはそれぞれ、互いに対向するように、一定間隔
離間して配置され、時計ケース１０４より延設された脚部１２０を備えている。
【００１５】
　そして、これらの脚部１２０のそれぞれの間に、図示しない腕時計のバンドそれぞれが
連結されるようになっている。
　ところで、このような金属製外装が採用された電波時計１００においては、アンテナ１
１６が電波を受信する際に、金属製の時計ケース１０４において、その環状壁の周方向に
沿った渦電流が誘導電流として流れることになる。
【００１６】
　この渦電流が、ハウジング１０２の外部からの電波を相殺してしまい、アンテナ１１６
の受信感度が極めて低下してしまうことになる。
　このような現象を回避するために、この特許文献１の電波時計１００においては、時計
ケース１０４の環状壁には、時計ケース１０４を周方向に分断するスリット１２２を備え
ている。
【００１７】
　すなわち、図３１に示したように、時計ケース１０４は、スリット１２２によって、上
下方向に沿って完全に分断され、結果として、このスリット１２２によって、時計ケース
１０４は、略Ｃ型の枠体の形状となっている。
【００１８】
　なお、図３１においては、このスリット１２２を明確にするために省略して、図示はさ
れていないが、このスリット１２２には、非導電性の合成樹脂から成る絶縁部材が埋め込
まれた状態となっている。
【００１９】
　すなわち、この絶縁部材によって、時計ケース１０４の防水性と強度が維持されるよう
に構成されている。
　従って、このスリット１２２を備える電波時計１００では、アンテナ１１６が電波を受
信する際に、時計ケース１０４の環状壁の周方向に沿った渦電流が流れないので、導電性
である金属製の時計ケース１０４を採用した場合にも、アンテナ１１６の受信が確保され
るようになっている。
【００２０】
　また、特許文献２には、文字板と時計ケースとの間や、裏蓋と時計ケースとの間などに
絶縁層を設けることが提案されている。
　これにより、構成材間で、電気的なループが構成されることがなく、外部電波が遮蔽さ
れることを防止し、また、この絶縁層を通して外部電波がアンテナによって受信されるよ
うに構成されている。
【００２１】
　ところで、このような金属製のハウジングを備えた電波腕時計には、高級感を持たせる
ために、特許文献３のように文字板に貝や貴石などの脆性材料を用いたものがある。
　このような脆性材料は強度が弱く、耐衝撃性が低いため、組み立て工程時に破損しやす
い。また、組み立て後も衝撃を受けるなどした際に、破損してしまう虞がある。そのため
、文字板の外周にリングを介すことで、文字板への衝撃を避ける構造になっている。
【特許文献１】特開２００２－３４１０５７号公報
【特許文献２】特開２００４－３２５３１５号公報
【特許文献３】実開昭５８－１５８３８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　しかしながら、電波時計で上記のような構造をとった場合、リングが金属製であると、
アンテナの受信感度を低下させてしまう問題が生じていた。
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　すなわち、文字板の外周に介したリングの周方向に、渦電流が発生して、電波の受信感
度が低下してしまう。これは、特許文献１や特許文献２のような構成にしたとしても、必
ずしも、受信感度の低下を回避することはできない。
【００２３】
　また、特許文献１の電波時計１００では、時計ケース１０４の一部に、スリット１２２
を形成して、このスリット１２２に合成樹脂からなる絶縁部材を埋め込んだ状態であるの
で、美観が良好ではなく、高級感に欠けることになり、また、全てを金属で構成した時計
ケースに比較して、絶縁部材の部分で強度がどうしても弱くなり、防水性、耐衝撃性、耐
磨耗性、耐薬品性にも劣ることになる。
【００２４】
　さらに、特許文献１の電波時計１００では、時計ケース１０４の一部に、スリット１２
２を形成して、アンテナ１１６による受信感度を向上するようにしているが、受信時に電
波時計１００がおかれている場所によっては、または、その周囲の環境によっては、さら
には時計の姿勢などによっても、しばしばアンテナが受信できないことがあった。
【００２５】
　従って、特許文献１のようにスリット１２２を備える電波時計１００にあっても、その
アンテナ１１６は、いまだ十分な受信感度を得ているとは言い難いものである。
　本発明は、このような現状に鑑み、美観が良好で、高級感を有し、強度的にも優れ、内
部に収容したアンテナが確実に電波を受信することが可能な、文字板の周りに環状部材を
備えた、無線機能付き時計を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明は、前述したような従来技術における課題及び目的を達成するために発明された
ものであって、本発明の無線機能付き時計は、
　ハウジングと、
　前記ハウジング内に収容され、外部からの電波を受信するためのアンテナと、
　前記ハウジング内に配置された文字板と、
　前記文字板の外周に配置された導電性の環状部材と、
　前記環状部材に形成され、環状部材を周方向に分断する少なくとも１つのスリットと、
を備えることを特徴とする。
【００２７】
　このように構成することによって、文字板の外周に配置された導電性の環状部材に、環
状部材を周方向に分断するスリットが形成されているので、このスリットによって、環状
部材に沿って渦電流が流れるのが分断され、渦電流の発生が阻止されることになる。
【００２８】
　これにより、環状部材に流れる渦電流に起因するアンテナの受信感度の低下が阻止され
ることになり、アンテナの受信感度が向上することになる。
　また、環状部材は、外部から密封されたハウジング内に配置されるため、環状部材にス
リットが形成された場合にも、ハウジング自体の防水性は低下しない。
【００２９】
　また、本発明の無線機能付き時計は、
　ハウジングと、
　前記ハウジング内に収容され、外部からの電波を受信するためのアンテナと、
　前記ハウジング内に配置された文字板と、
　前記文字板の外周に配置された導電性の環状部材と、
　前記環状部材とハウジングから内側に設けられた突設部との間を絶縁するようにこれら
の間に介在される絶縁領域と、
を備えることを特徴とする。
【００３０】
　このように環状部材とハウジングから内側に設けられた突設部との間に、絶縁領域を備
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えることによって、導電性の環状部材と突設部との間で、誘導電流が発生しないので、こ
れらの環状部材と突設部との間に流れる誘導電流に起因するアンテナの受信感度の低下が
阻止されることになり、アンテナの受信感度が向上することになる。
【００３１】
　本願において突設部とは、後述する「ハウジングから内側に突出した突出部」、「見返
しリング」、「ベゼル」含んだ意味である。
　なお、この絶縁領域は、少なくとも突設部の導電性部分と環状部材との間に配置される
。
【００３２】
　このような絶縁領域を構成する絶縁部材としては、特に限定されるものではないが、例
えば、合成樹脂、ゴム、または、セラミックなどの非導電性の絶縁部材を採用することが
できる。
【００３３】
　また、導電性の素材に、非導電性の被膜が被覆された部材とすることも可能である。こ
の場合、絶縁部材を構成する導電性材料としては、環状部材を構成する導電性の材料と同
様に、例えば、金、銀、銅、黄銅、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、チタン、または
、これらの合金などを採用することができる。また、例えば、チタン合金、ステンレスス
チール、タンタルカーバイドなどを採用することもできる。
【００３４】
　そして、この絶縁部材を構成する導電性材料に被覆される非導電性の被膜としては、す
なわち絶縁被膜としては、例えば、非導電性の塗装被膜、非導電性の印刷被膜、非導電性
の乾式メッキ被膜が挙げられる。
【００３５】
　また、このような絶縁被膜としては、例えば、
・ＤＬＣ（Diamond Like Carbon（ダイヤモンドの様なカーボン））などのＣＶＤ被膜、
・アクリル系材料、ウレタン系材料、または、セルロース系材料などの有機材料の絶縁被
膜、
・クロム化合物を含むクロム化合物系被膜、または、酸化アルミ化合物を含む酸化アルミ
系被膜、
などを採用することができる。
【００３６】
　なお、クロム化合物系被膜としては、例えば、酸化クロム化合物を含む酸化クロム系被
膜、窒化クロム化合物を含む窒化クロム系被膜、炭化クロム化合物を含む炭化クロム系被
膜を採用することができる。
【００３７】
　また、このような絶縁被膜の代わりに、合成樹脂やゴムなどから成る絶縁シートが絶縁
部材を構成する導電性材料に貼着された絶縁部材であってもかまわない。
　さらに、後述する絶縁部材に採用された絶縁被膜が用いられても良い。
【００３８】
　また、本発明の無線機能付き時計は、
　ハウジングと、
　前記ハウジング内に収容され、外部からの電波を受信するためのアンテナと、
　前記ハウジング内に配置された文字板と、
　前記文字板の外周に配置された導電性の環状部材と、
　前記環状部材とハウジングから内側に設けられた突設部との間を絶縁するようにこれら
の間に介在される絶縁領域と、
　前記環状部材に形成され、環状部材を周方向に分断する少なくとも１つのスリットと、
を備えることを特徴とする。
【００３９】
　このように、環状部材と時計ケースとの間に、絶縁領域を備えることによって、環状部
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材に形成したスリットのアンテナ受信感度の向上性との相乗効果によって、さらにアンテ
ナの受信感度が向上することになる。
【００４０】
　なお、本発明における時計ケースを含むハウジングは、金属のような導電性であっても
、合成樹脂のような非導電性であってもかまわない。または、ハウジングを構成する部品
に、導電性の部品と、非導電性の部品が混在してもかまわない。ハウジングは、少なくと
も一部が導電性、または少なくとも一部が非導電性の部材と理解される。導電性、非導電
性に係わらず、ハウジング内に配置された導電性の環状部材にスリットが設けられれば、
環状部材の渦電流に起因するアンテナの受信感度の低下が回避される。
【００４１】
　また、本発明におけるハウジングを構成する部品、例えば、時計ケースにスリットが形
成されてもかまわない。または、時計ケースのスリットを排除して、環状部材だけにスリ
ットが形成されてもかまわない。
【００４２】
　なお、本発明において、導電性の部材とは、「その部材の素材自体が導電性の部材であ
るもの」、または、「その部材に導電性の被膜が被覆されたもの」を言う。後者の場合、
部材の素材自体は、非導電性の部材であっても、導電性の部材であっても、または、非導
電性の部材と導電性の部材の組み合わせであってもよい。
【００４３】
　逆に、非導電性の部材とは、「その部材の素材自体が非導電性の部材であるもの」、ま
たは、「その部材に非導電性の被膜が被覆されたもの」を言う。後者の場合、部材の素材
自体は、非導電性の素材であっても、導電性の素材であっても、または、非導電性の素材
と導電性の素材の組み合わせであってもよい。
【００４４】
　環状部材を構成する導電性の材料としては、例えば、金、銀、銅、黄銅、アルミニウム
、マグネシウム、亜鉛、チタン、またはこれらの合金などが採用される。また、例えばチ
タン合金、ステンレススチール、タンタルカーバイドなどが採用されてもよい。
【００４５】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記環状部材が、前記文字板の外周に嵌着されて
いることを特徴とする。
　このように構成することによって、環状部材が文字板への衝撃を避け、文字板の強度や
耐衝撃性を向上させることができる。
【００４６】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記環状部材が、前記文字板の外周に形成した凹
部に嵌着されていることを特徴とする。
　このように構成することによって、環状部材が文字板と一体となるため、文字板を時計
ケースに組み込み易くなり、作業効率が向上し、製造コストを低減することができる。
【００４７】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記文字板が、脆性材料で形成されていることを
特徴とする。
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記文字板が、貝、貴石、セラミック、ガラスか
らなるグループから選択した、少なくとも１つ以上の脆性材料であることを特徴とする。
【００４８】
　このように、脆性材料、例えば、貝、貴石、セラミック、ガラスなどを文字板に使用す
ると、文字板のバリエーションが増し、また、文字板の美観や高級感が向上し、時計自体
の美観も向上する。
【００４９】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記スリットがアンテナの上方近傍に配置されて
いることを特徴とする。
　このようにスリットを、アンテナの上方近傍に配置することによって、アンテナ上方に
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は、電波の受信を妨げる導電性の環状部材が存在しないので、アンテナの受信感度が向上
することになる。
【００５０】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記スリットが、アンテナの開放両端部に対向し
て、アンテナの上方近傍に配置された２つのスリットから構成されていることを特徴とす
る。
【００５１】
　このように構成することによって、アンテナの開放両端部に対向する部分には、２つの
スリットによって、電波の受信を妨げる導電性の環状部材が存在しないので、これらのス
リットを介して、電波がアンテナの開放端部に受信され、アンテナの受信感度が向上する
ことになる。
【００５２】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記スリットが、アンテナの少なくとも一方の開
放端部に対向して、アンテナの上方近傍に配置されたスリットから構成されていることを
特徴とする。
【００５３】
　このように構成することによって、アンテナの少なくとも一方の開放端部に対向する部
分には、スリットによって、電波の受信を妨げる導電性の環状部材が存在しないので、こ
のスリットを介して、電波がアンテナの一方の開放端部に受信され、アンテナの受信感度
が向上することになる。
【００５４】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記環状部材のスリット内に配置された絶縁部材
を備えることを特徴とする。
　このように構成することによって、時計ケース内に収容した導電性の環状部材に、環状
部材を周方向に分断するスリットが形成され、このスリット内に絶縁部材が配置されてい
るので、この絶縁部材によって、環状部材に沿って渦電流が流れるのが分断され、渦電流
の発生が阻止されることになる。
【００５５】
　これにより、環状部材に流れる渦電流に起因するアンテナの受信感度の低下が阻止され
ることになり、アンテナの受信感度が向上することになる。
　さらに、絶縁部材は、外部から密閉されたハウジング内に配置されるため、絶縁部材が
配置された場合にも、ハウジング自体の耐衝撃性、耐磨耗性、耐薬品性は低下しない。
【００５６】
　また、このようにスリット内に絶縁部材が配置されているので、環状部材の強度が維持
されることにもなる。
　絶縁部材は、非導電性の素材から成る部材であっても、導電性の素材に非導電性の被膜
が被覆された部材であってもよい。非導電性の素材としては、例えば、合成樹脂、ゴム、
またはセラミックなどが採用される。導電性の素材としては、上述した環状部材の素材が
採用される。
【００５７】
　導電性材料の上に被覆される非導電性被膜、すなわち絶縁被膜としては、例えば、アク
リル系材料、ウレタン系材料、またはセルロース系材料などの有機材料の絶縁被膜が採用
される。また、この絶縁被膜として、例えば、クロム化合物を含むクロム化合物系被膜、
または酸化アルミ化合物を含む酸化アルミ系被膜が採用される。
【００５８】
　クロム化合物系被膜としては、酸化クロム化合物を含む酸化クロム系被膜、窒化クロム
化合物を含む窒化クロム系被膜、または炭化クロム化合物を含む炭化クロム系被膜が採用
される。
【００５９】
　また、絶縁被膜としては、ＤＬＣ（Diamond Like Carbon（ダイヤモンドの様なカーボ
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ン））などのように、後述する環状部材と突出部の間、環状部材と見返しリングの間、ま
たは環状部材とベゼルの間に配置される絶縁領域としてのる絶縁被膜が採用されても良い
。
【００６０】
　また、絶縁被膜の代わりに、合成樹脂やゴムなどから成る絶縁シートが貼着されてもか
まわない。
　絶縁部材は、不用意に抜脱しないように環状部材に固定されることが好ましい。この固
定手段としては、例えば、嵌合、圧入、接合、インサート成型など、機械的な係合手段が
採用される。絶縁部材と環状部材とを接合する接合層としては、例えば、接着剤、粘着材
、または両面テープなどが用いられる。これら接合層は、非導電性の絶縁層であることが
好ましい。
【００６１】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁部材が、非導電性の合成樹脂であること
を特徴とする。
　このように絶縁部材を、非導電性の合成樹脂から構成することによって、環状部材をス
リットの部分で確実に絶縁することができ、スリットの大きさや形状に合わせた絶縁部材
を、例えば、一体成形などで容易に製造することができる。
【００６２】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記環状部材が、看者から視認出来ない位置に配
置されていることを特徴とする。
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記ハウジングの一部を構成する前記突設部が、
ハウジングから内側に向かって平行方向に突出する、導電性の突出部であり、
　前記環状部材全体が、前記突出部に覆われていることを特徴とする。
【００６３】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記ハウジングの一部を構成する時計ケースに見
返し受け部を備え、
　前記突設部が、前記見返し受け部の上方に載置される、見返しリングであり、
　前記環状部材全体が、前記見返しリングに覆われていることを特徴とする。
【００６４】
　このように構成することによって、環状部材にスリットを設ける場合に、スリットに絶
縁部材を配置するなどをしなくとも、環状部材の美観、高級感、しいては時計自体の美観
に影響を及ぼさない。また、絶縁部材を配置せずにすむため、コストを低減することがで
きる。
【００６５】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記環状部材が、看者から視認出来る位置に配置
されていることを特徴とする。
　このように構成することによって、環状部材に、例えば、時計表示、日付表示、曜日表
示、月表示、年表示、電池の残量表示、圧力や温度などの外環境測定値の表示、アンテナ
の受信感度表示、アンテナにおける受信の成否の表示などの時計の機能表示を示す指標を
付すことで、時計の機能表示を、例えば、時計の携帯者などの観察者に示すことができる
。
【００６６】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記環状部材の少なくとも一部が、前記突出部に
覆われずに露出していることを特徴とする。
　このように構成することによって、環状部材に、例えば、時計表示、日付表示、曜日表
示、月表示、年表示、電池の残量表示、圧力や温度などの外環境測定値の表示、アンテナ
の受信感度表示、アンテナにおける受信の成否の表示などの時計の機能表示を示す指標を
付すことで、時計の機能表示を、例えば、時計の携帯者などの観察者に示すことができる
。
【００６７】



(10) JP 4896678 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

　また、本発明の無線機能付き時計は、前記環状部材の少なくとも一部が、前記見返しリ
ングに覆われずに露出していることを特徴とする。
　このように構成することによって、環状部材に、例えば、時計表示、日付表示、曜日表
示、月表示、年表示、電池の残量表示、圧力や温度などの外環境測定値の表示、アンテナ
の受信感度表示、アンテナにおける受信の成否の表示などの時計の機能表示を示す指標を
付すことで、時計の機能表示を、例えば、時計の携帯者などの観察者に示すことができる
。
【００６８】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁部材の視認面の色調が、環状部材の視認
面の色調と同色色調であることを特徴とする。
　このように、絶縁部材の視認面の色調を、環状部材の視認面と同色色調となるように構
成することによって、絶縁部材が視認されにくくなり、環状部材の美観、時計自体の美観
が向上することになる。
【００６９】
　ここで、「視認面」とは、外面のうち、観察者に視認される領域を言う。
　また、ここで、「同色色調」とは、環状部材と絶縁部材との色調とが、共に同じ色調と
認識され得る範囲内にあることを意味し、その色調の濃淡や明暗など、色調の外観上の風
合いが完全に一致することに限定されない。例えば、濃い金色、薄い金色、明るい金色、
または暗い金色は、ここではすべて金色の同色色調とされる。
【００７０】
　例えば、環状部材が明るい金色色調であり、絶縁部材が暗い金色色調であろうとも、環
状部材と絶縁部材の視認面が金色の同色色調を呈すれば、絶縁部材が視認されにくくなり
、環状部材の美観、時計自体の美観が向上する。
【００７１】
　なお、環状部材と絶縁部材における、視認面以外の外面が同色色調であってもよく、例
えば、環状部材と絶縁部材における外面全てが同色色調であってもよい。
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁部材の視認面の色調が、環状部材の視認
面の色調である金属外観と同色色調である金属外観を呈することを特徴とする。
【００７２】
　このように、特に、絶縁部材が、導電性素材より成る環状部材と同じような金属外観を
呈すれば、絶縁部材が視認されにくくなるばかりか、環状部材に高級感が与えられる。
　導電性素材より成る環状部材と同じような金属外観を得るために、例えば、絶縁部材は
、環状部材と同色色調のメタリック塗装による塗装被膜に被覆されてもよい。このメタリ
ック塗装被膜として、例えば、メタリック顔料が混入された塗装被膜が採用される。
【００７３】
　例えば、ステンレス色を得るためには、鉄、クロム、ニッケル、モリブデンなどを成分
とするステンレス顔料が含有された塗装被膜が被覆される。
　また、例えば、金色を得るためには、銅、亜鉛、鉄などを成分とするブロンズ顔料が含
有された塗装被膜が被覆される。
【００７４】
　また、例えば、銀色を得るためには、アルミニウムを成分とするアルミニウム顔料、ま
たはニッケルを成分とするニッケル顔料が含有された塗装被膜が被覆される。
　これら以外にも、パール顔料や、グラファイト顔料、フタロシャニンフレークなど、様
々な顔料が採用されても良い。
【００７５】
　なお、絶縁部材が塗装される工程は以下の通りである。
　まず、絶縁部材の外表面上に下地塗装被膜が被覆される。次いで、この下地塗装被膜の
上にメタリック塗装被膜が被覆される。さらに、このメタリック塗装被膜の上に、透明、
または半透明な合成樹脂層であるクリアコートが被覆される。このクリアコートにより、
メタリック塗装被膜に金属が含有された場合にも、塗装された絶縁部材の最外表面は、非
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導電性を維持する。
【００７６】
　メタリック塗装被膜に限らず、このような塗装被膜の単層、または積層の非導電性を確
保するためには、クリアコートのような、絶縁性の上塗り塗装被膜が最外層として採用さ
れることが好ましい。
【００７７】
　このような絶縁塗装被膜としては、例えば、ポリウレタン樹脂塗料、樹脂を形成するポ
リマー分子中にフッ素が混入されたフッ素樹脂塗料、ポリ塩化ビニル樹脂を可塑剤に分散
させた塩ビゾル塗料、オイルフリーポリエステル樹脂をシリコーン中間体により変性させ
たシリコーンポリエステル樹脂からなるシリコーンポリエステル樹脂塗料、または、オイ
ルフリーポリエステル樹脂、アクリル樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、シリコーンアクリル
樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、ラッカー、フェノール樹脂塗料、塩化ゴム系塗料などが
採用される。
【００７８】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁部材の視認面の色調が、環状部材の視認
面の色調と異色色調であることを特徴とする。
　このように、絶縁部材の視認面の色調を、環状部材の視認面の色調と異色色調となるよ
うに構成することによって、例えば、この絶縁部材の部分を、美観上、または、何らかの
情報として、例えば、時計の携帯者などの観察者に視認し易くすることができる。
【００７９】
　ここで、絶縁部材と環状部材とが異色色調であるとは、上記の同色色調と認められない
色調の組み合わせを言う。
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁部材が、時計の機能表示を示す指標であ
ることを特徴とする。
【００８０】
　このように、絶縁部材を、例えば、時計表示、日付表示、曜日表示、月表示、年表示、
電池の残量表示、圧力や温度などの外環境測定値の表示、アンテナの受信感度表示、アン
テナにおける受信の成否の表示などの時計の機能表示を示す指標とすることによって、時
計の機能表示を、例えば、時計の携帯者などの観察者に示すことができる。
【００８１】
　特に、環状部材の視認面の色調と異色色調の絶縁部材を指標にした場合には、このよう
な時計の機能表示を観察者により視認し易くすることができる。
　環状部材が金属色調を呈するのであれば、例えば、絶縁部材は、赤、オレンジ、黄色な
どの目立つ色調を呈することができる。絶縁部材の視認面の色調とは、絶縁部材の素材そ
のものの色調であっても、絶縁部材に被覆された被膜の色調であってもよい。この被膜と
しては、例えば、塗装被膜、印刷被膜、または乾式メッキ被膜などが挙げられる。
【００８２】
　また、本発明の無線機能付き時計は、
　前記絶縁部材が、導電性の付加部材を保持し、
　前記付加部材が、外方から視認され得るように、かつ環状部材と接触しないように絶縁
部材に保持されていることを特徴とする。
【００８３】
　このように構成することによって、絶縁部材に保持された導電性の付加部材により、絶
縁部材に金属外観が付与されることになるので、環状部材の美観と高級感が向上し、時計
自体の美観も向上することになる。
【００８４】
　また、付加部材が、環状部材と接触しないように絶縁部材に保持されているので、環状
部材に渦電流が発生せず、アンテナの受信感度が向上する。
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記付加部材の視認面の色調が、環状部材の視認
面の色調と同色色調であることを特徴とする。
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【００８５】
　このように、付加部材の視認面の色調を、環状部材の視認面の色調と同色色調となるよ
うに構成することによって、付加部材が視認されにくくなり、環状部材の美観、時計自体
の美観が向上することになる。
【００８６】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記付加部材の視認面の色調が、環状部材の視認
面の色調と異色色調であることを特徴とする。
　このように、付加部材の視認面の色調を、環状部材の視認面の色調と異色色調となるよ
うに構成することによって、例えば、この付加部材の部分を、美観上、または、何らかの
情報を、例えば、時計の携帯者などの観察者に視認し易くする。
【００８７】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記付加部材が、時計の機能表示を示す指標であ
ることを特徴とする。
　このように、付加部材を、例えば、時刻表示、日付表示、曜日表示、月表示、年表示、
電池の残量表示、圧力や温度などの外環境測定値の表示、アンテナの受信感度表示、アン
テナにおける受信の成否の表示などの時計の機能表示を示す指標とすることによって、時
計の機能表示を、例えば、時計の携帯者などの観察者に示すことができる。
【００８８】
　特に、環状部材の視認面の色調と異色色調の付加部材を指標にした場合には、このよう
な時計の機能表示を観察者により視認し易くすることができる。
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記環状部材と絶縁部材と付加部材の視認面が、
略同一平面を形成していることを特徴とする。
【００８９】
　このように構成することによって、環状部材と絶縁部材と付加部材とが一体的に視認さ
れるので、環状部材の美観と高級感が向上し、時計自体の美観も向上することになる。
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記付加部材が、環状部材と絶縁部材との境界の
少なくとも一部を覆う覆い部を備えることを特徴とする。
【００９０】
　このように構成することによって、環状部材と絶縁部材との境界が、付加部材の覆い部
で隠されて視認されなくなるので、環状部材の美観と高級感がさらに向上する。
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記付加部材の覆い部と環状部材との間に、絶縁
部材より延出する延出部が形成されていることを特徴とする。
【００９１】
　このように構成することによって、環状部材と絶縁部材との境界を越えて延びた、導電
性の付加部材の覆い部が、絶縁部材の延出部に妨げられて、導電性の環状部材に接触しな
いことになる。
【００９２】
　その結果、導電性である付加部材と環状部材とが確実に絶縁されるので、環状部材に渦
電流が生じるのが回避され、アンテナの受信感度が向上することになる。
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記付加部材が、絶縁部材に形成された凹部内に
配置されていることを特徴とする。
【００９３】
　このように構成することによって、付加部材が絶縁部材に形成された凹部内に確実に固
定することができる。
　また、付加部材と絶縁部材の視認面とが略同一平面を形成するように、絶縁部材の凹部
内に付加部材を配置することができ、環状部材と絶縁部材と付加部材とが一体的に視認さ
れるので、環状部材の美観と高級感が向上し、時計自体の美観も向上することになる。
【００９４】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記スリット内に一定間隔離間して配置された２
つの絶縁部材の間に、付加部材が配置されていることを特徴とする。
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　このように構成することによって、付加部材を２つの絶縁部材の間に確実に固定するこ
とができる。
【００９５】
　また、付加部材と絶縁部材の視認面とが略同一平面を形成するように、２つの絶縁部材
の間に付加部材を配置することができ、環状部材と絶縁部材と付加部材とが一体的に視認
されるので、環状部材の美観と高級感が向上し、時計自体の美観も向上することになる。
【００９６】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁部材と付加部材のいずれか一方に突設さ
れた係合凸部と、他方に形成された係合孔部を備え、
　前記係合凸部と係合孔部との係合によって、付加部材が絶縁部材に取り付けられている
ことを特徴とする。
【００９７】
　このように構成することによって、係合凸部と係合孔部との係合によって、付加部材を
絶縁部材にさらに確実に固定することができる。
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁部材が、文字板上面に延出する指標部を
備えることを特徴とする。
【００９８】
　このように構成することによって、絶縁部材を、時計の機能表示を示す指標として用い
られる場合、文字板上面に延出する指標部が、時計の機能表示を明確に指示することに成
り、時計の携帯者などの観察者が、時計の機能表示を視認しやすくなる。
【００９９】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記付加部材が、文字板上面に延出する指標部を
備えることを特徴とする。
　このように構成することによって、付加部材を、時計の機能表示を示す指標として用い
られる場合、文字板上面に延出する指標部が、時計の機能表示を明確に指示することにな
り、例えば、時計の携帯者などの観察者が、時計の機能表示を視認しやすくなる。
【０１００】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁部材が、装飾部材を備えることを特徴と
する。
　このように構成することによって、絶縁部材に、例えば、宝石や貴石などの輝石からな
る装飾部材を備えることによって、環状部材の美観と高級感が向上し、時計自体の美観も
向上することになる。
【０１０１】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記突出部と前記環状部材との間を絶縁するよう
にこれらの間に介在される絶縁領域を備えることを特徴とする。
　このように構成することによって、突出部と環状部材との間で、誘導電流が発生しない
ので、環状部材に形成したスリットのアンテナ受信感度の向上性との相乗効果によって、
さらにアンテナの受信感度が向上することになる。
【０１０２】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、前記突出部側に貼着されている
ことを特徴とする。
　このように構成することによって、例えば、シート状の絶縁部材を突出部側に貼着する
だけで良いので、環状部材を時計ケースに組み込み易くなり、作業効率が向上し、製造コ
ストを低減することができる。
【０１０３】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、前記環状部材側に貼着されてい
ることを特徴とする。
　このように構成することによって、例えば、シート状の絶縁部材を環状部材側に貼着す
るだけで良いので、環状部材を時計ケースに組み込み易くなり、作業効率が向上し、製造
コストを低減することができる。
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【０１０４】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、前記突出部と前記環状部材との
間の境界面の少なくともいずれか一方に形成された絶縁被膜から構成されていることを特
徴とする。
【０１０５】
　このように構成することによって、例えば、絶縁材料を塗装することによって、突出部
と環状部材との間の境界面の少なくともいずれか一方に、絶縁被膜からなる絶縁領域を形
成することができ、作業効率が向上し、製造コストを低減することができる。
【０１０６】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記見返しリングと前記環状部材との間を絶縁す
るようにこれらの間に介在される絶縁領域を備えることを特徴とする。
　このように構成することによって、見返しリングと環状部材との間で、誘導電流が発生
しないので、環状部材に形成したスリットのアンテナ受信感度の向上性との相乗効果によ
って、さらにアンテナの受信感度が向上することになる。
【０１０７】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、前記見返しリング側に貼着され
ていることを特徴とする。
　このように構成することによって、例えば、シート状の絶縁部材を見返しリング側に貼
着するだけで良いので、環状部材を時計ケースに組み込み易くなり、作業効率が向上し、
製造コストを低減することができる。
【０１０８】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、前記環状部材側に貼着されてい
ることを特徴とする。
　このように構成することによって、例えば、シート状の絶縁部材を環状部材側に貼着す
るだけで良いので、環状部材を時計ケースに組み込み易くなり、作業効率が向上し、製造
コストを低減することができる。
【０１０９】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、前記見返しリングと前記環状部
材との間の境界面の少なくともいずれか一方に形成された絶縁被膜から構成されているこ
とを特徴とする。
【０１１０】
　このように構成することによって、例えば、絶縁材料を塗装することによって、見返し
リングと環状部材との間の境界面の少なくともいずれか一方に、絶縁被膜からなる絶縁領
域を形成することができ、作業効率が向上し、製造コストを低減することができる。
【０１１１】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記突設部が、前記時計ケースに設けられたベゼ
ルであり、
　前記ベゼルと前記環状部材との間を絶縁するようにこれらの間に介在される絶縁領域を
備えることを特徴とする。
【０１１２】
　このように構成することによって、ベゼルと環状部材との間で、誘導電流が発生しない
ので、環状部材に形成したスリットのアンテナ受信感度の向上性との相乗効果によって、
さらにアンテナの受信感度が向上することになる。
【０１１３】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、前記ベゼル側に貼着されている
ことを特徴とする。
　このように構成することによって、例えば、シート状の絶縁部材をベゼル側に貼着する
だけで良いので、環状部材を時計ケースに組み込み易くなり、作業効率が向上し、製造コ
ストを低減することができる。
【０１１４】
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　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、前記環状部材側に貼着されてい
ることを特徴とする。
　このように構成することによって、例えば、シート状の絶縁部材を環状部材側に貼着す
るだけで良いので、環状部材を時計ケースに組み込み易くなり、作業効率が向上し、製造
コストを低減することができる。
【０１１５】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、前記ベゼルと前記環状部材との
間の境界面の少なくともいずれか一方に形成された絶縁被膜から構成されていることを特
徴とする。
【０１１６】
　このように構成することによって、例えば、絶縁材料を塗装することによって、ベゼル
と環状部材との間の境界面の少なくともいずれか一方に、絶縁被膜からなる絶縁領域を形
成することができ、作業効率が向上し、製造コストを低減することができる。
【０１１７】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、アンテナの上方近傍に配置され
ていることを特徴とする。
　このように絶縁領域を、アンテナの上方近傍に配置することによって、アンテナ上方で
は、環状部材と突設部との間に配置された絶縁領域によって、導電性の環状部材と突設部
との間で、誘導電流が発生しないので、アンテナの受信感度が向上することになる。
【０１１８】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、アンテナの開放両端部に対向し
て、アンテナの上方近傍に配置された２つの絶縁領域から構成されていることを特徴とす
る。
【０１１９】
　このように構成することによって、アンテナの開放両端部に対抗する部分では、２つの
絶縁領域によって、導電性の環状部材と突設部との間で、誘導電流が発生しないので、電
波がアンテナの開放端部に受信され、アンテナの受信感度が向上することになる。
【０１２０】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁領域が、アンテナの少なくとも一方の開
放端部に対向して、アンテナの上方近傍に配置された絶縁領域から構成されていることを
特徴とする。
【０１２１】
　このように構成することによって、アンテナの少なくとも一方の開放端部に対向する部
分では、環状部材と突設部との間に配置された絶縁領域によって、導電性の環状部材と時
計ケースとの間で、誘導電流が発生しないので、電波がアンテナの一方の開放端部に受信
され、アンテナの受信感度が向上することになる。
【０１２２】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁被膜が、前記見返しリングの全面に形成
されていることを特徴とする。
　このように構成することによって、例えば、見返しリングを絶縁材料液に浸漬すること
によって、絶縁被膜を形成することができ、作業効率が向上し、製造コストを低減するこ
とができる。
【０１２３】
　また、本発明の無線機能付き時計は、前記絶縁被膜が、前記環状部材の全面に形成され
ていることを特徴とする。
　このように構成することによって、例えば、環状部材を絶縁材料液に浸漬することによ
って、絶縁被膜を形成することができ、作業効率が向上し、製造コストを低減することが
できる。
【０１２４】
　また、本発明の無線機能付き時計は、
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　前記突設部が、導電性の材質により形成される場合において、
　前記環状部材に形成されたスリットの位置に対応して、前記突設部にスリットを設ける
ことを特徴とする。
【０１２５】
　このように構成することによって、電波が導電性の突出部に遮られずに、スリットを通
じてアンテナが感度良く受信することができる。
　従って、環状部材に形成したスリットのアンテナ受信感度の向上性との相乗効果によっ
て、さらにアンテナの受信感度が向上することになる。
【０１２６】
　また、本発明の無線機能付き時計は、
　前記突設部が、導電性の材質により形成される突出部である場合において、
　前記環状部材に形成されたスリットの位置に対応して、前記突設部にスリットを設ける
ことを特徴とする。
【０１２７】
　このように構成することによって、電波が導電性の突出部に遮られずに、スリットを通
じてアンテナが感度良く受信することができる。
　従って、環状部材に形成したスリットのアンテナ受信感度の向上性との相乗効果によっ
て、さらにアンテナの受信感度が向上することになる。
【０１２８】
　また、本発明の無線機能付き時計は、
　前記突設部が、導電性の材質により形成される見返しリングである場合において、
　前記環状部材に形成されたスリットの位置に対応して、前記見返しリングにスリットを
設けることを特徴する。
【０１２９】
　このように構成することによって、電波が導電性の見返しリングに遮られずに、スリッ
トを通じてアンテナが感度良く受信することができる。
　また、見返しリングを周方向に分断するスリットが形成されているので、このスリット
によって、見返しリングに沿って渦電流が流れるのが分断され、渦電流の発生が阻止され
ることになる。
【０１３０】
　これにより、環状部材に流れる渦電流に起因するアンテナの受信感度の低下が阻止され
るとともに、環状部材に形成したスリットのアンテナ受信感度の向上性との相乗効果によ
って、さらにアンテナの受信感度が向上することになる。
【０１３１】
　また、本発明の無線機能付き時計は、
　前記突設部が、導電性の材質により形成されるベゼルである場合において、
　前記環状部材に形成されたスリットの位置に対応して、前記見返しリングにスリットを
設けることを特徴する。
【０１３２】
　このように構成することによって、電波が導電性のベゼルに遮られずに、スリットを通
じてアンテナが感度良く受信することができる。
　また、ベゼルを周方向に分断するスリットが形成されているので、このスリットによっ
て、ベゼルに沿って渦電流が流れるのが分断され、渦電流の発生が阻止されることになる
。
【０１３３】
　これにより、環状部材に流れる渦電流に起因するアンテナの受信感度の低下が阻止され
るとともに、環状部材に形成したスリットのアンテナ受信感度の向上性との相乗効果によ
って、さらにアンテナの受信感度が向上することになる。
【発明の効果】
【０１３４】
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　本発明によれば、文字板の外周に配置した導電性の環状部材によって、文字板の強度や
耐衝撃性が向上するとともに、環状部材を周方向に分断するスリットが形成されているの
で、このスリットによって、環状部材に沿って渦電流が流れるのが分断され、渦電流の発
生が阻止されることになる。
【０１３５】
　これにより、環状部材に流れる渦電流に起因するアンテナの受信感度の低下が阻止され
ることになり、アンテナの受信感度が向上することになる。
　また、本発明によれば、文字板の外周に配置した導電性の環状部材と、ハウジングから
内側に設けられた突設部との間を絶縁するようにこれらの間に介在される絶縁領域が備え
られることによって、環状部材と突設部との間で、誘導電流が発生するのを阻止すること
ができる。
【０１３６】
　これにより、環状部材と突設部との間に流れる誘導電流に起因するアンテナの受信感度
の低下が阻止されることになり、アンテナの受信感度が向上することになる。
　さらに、環状部材を周方向に分断するスリットを形成するとともに、環状部材と突設部
との間に絶縁領域を備えることによって、相乗効果により、さらにアンテナの受信感度が
向上することになる。
【０１３７】
　また、突設部にもスリットを形成することによって、上述した効果に加えて、さらにア
ンテナの受信感度が向上することになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１３８】
　以下、本発明の実施の形態（実施例）を図面に基づいてより詳細に説明する。
（実施例１）
　図１は、本発明の無線機能付き時計の実施例の分解斜視図、図２は、図１の無線機能付
き時計の組み立てた状態のＡ－Ａ線方向の部分拡大断面図である。
【０１３９】
　図１～図２において、符号１０は、全体で本発明の無線機能付き時計を示している。
　なお、本発明で言う「無線機能付き時計」とは、例えば、パソコン通信機能、携帯電話
機能や非接触式ＩＣカード機能などの無線機能を備える時計、時刻情報を含む長波標準電
波（搬送波）を受信し、その時刻情報に基づいて時刻を修正する無線機能を備えた電波時
計、これらの無線機能のいずれかを組み合わせて構成した時計を含むものであり、その他
の無線機能を含んでもよいことは勿論である。
【０１４０】
　図１～図２に示したように、本発明の無線機能付き時計１０は、ハウジング１２を備え
ている。
　このハウジング１２は、金属製の略円筒形状の枠体を構成する時計ケース１４と、時計
ケース１４の下面開口部を覆うように密封状態で装着される金属製の裏蓋１６と、この時
計ケース１４の上面開口部を覆うように、密封状態で装着される風防（ガラス）１８とを
備えている。
【０１４１】
　なお、ハウジング１２は、このように裏蓋１６を有する場合の他、裏蓋１６と時計ケー
ス１４とが一体になった時計ケースである場合、裏蓋１６もガラスである場合など、様々
な場合を含むものである。
【０１４２】
　このハウジング１２内には、時計駆動部を構成するムーブメント２０と、このムーブメ
ント２０の上面に配置され、ムーブメント２０を光の起電力によって駆動するためのソー
ラーセル２２を備えている。
【０１４３】
　また、このソーラーセル２２の上面には、ソーラーセル２２の発電に寄与する波長の外
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光を、少なくともムーブメント２０の駆動に足るだけ透過させる透光機能を有する文字板
２４を備えている。
【０１４４】
　さらに、このムーブメント２０の側部下方の小径部２０ａには、標準電波を受信するた
めのアンテナ２６が付設されている。
　なお、この実施例では、アンテナ２６は、コアとなる棒状の磁芯部材と、この磁芯部材
の外周に巻かれたコイルとより成るバーアンテナとして図示しているが、その他の構成の
アンテナ部材から構成することも勿論可能である。
【０１４５】
　なお、文字板２４は、ソーラーセル２２の発電に寄与する波長の外光を透過する透光機
能を有するものであれば特に限定されるものではないが、例えば、合成樹脂、木材、貝、
貴石、セラミック、ガラスなどの非導電性材料で構成することによって、外部からの電波
がさらにアンテナ２６に到達しやすくなるため、アンテナ２６の受信感度を向上すること
ができる。
【０１４６】
　さらに、時計ケース１４は、外方に突出する２組のバンド取り付け部２８を備えており
、これらのバンド取り付け部２８にはそれぞれ、互いに対向するように、一定間隔離間し
て配置され、時計ケース１４より延設された脚部３０を備えている。
【０１４７】
　そして、これらの脚部３０のそれぞれの間に、図示しない腕時計のバンドそれぞれが連
結されるようになっている。
　なお、ムーブメント２０より突出して、ソーラーセル２２と文字板２４とを貫通する針
軸３１には、図示しないが、分針と時針とが配置される。これら分針と時針とは、文字板
２４と風防１８との間に位置して時刻を表示するようになっている。
【０１４８】
　また、文字板２４の外周には、導電性の環状部材３６が配置され、この環状部材３６に
は、環状部材３６を周方向に分断するスリットが設けられている。
　なお、この実施例における環状部材３６は、図３の無線機能付き時計１０の上面図に示
すように、時計ケース１４の本体部から内側に突出するように設けられた突出部３２に覆
われて露出せず、看者から視認できない位置に配置されている。
【０１４９】
　このように、文字板２４の外周に、導電性の環状部材３６を配置することによって、文
字板２４の強度や耐衝撃性を向上することができる。
　すなわち、例えば、文字板２４として、特に、貝、貴石、セラミック、ガラスなどの脆
性材料を採用した場合に、この導電性の環状部材３６の有する強度や耐衝撃性によって、
文字板２４を組み込む際の組み立て工程において、また、使用時において衝撃が加わった
場合にも、文字板２４と時計ケース１４の突出部３２との接触によって、脆性材料からな
る文字板２４が、破損損傷したり割れるのを防ぐことができる。
【０１５０】
　なお、環状部材３６を構成する導電性の材料としては、このような強度や耐衝撃性を考
慮すれば、例えば、金、銀、銅、黄銅、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、チタン、ま
たはこれらの合金などが採用される。また、例えば、チタン合金、ステンレススチール、
タンタルカーバイドなどが採用されてもよい。
【０１５１】
　また、この時計ケース１４の上端内周側には、風防１８を密封状態で固定するための固
定（防水）パッキン４６が介装されている。
　一方、裏蓋１６には、内側に突設する中子部材４８が形成されており、この中子部材４
８の外周側には、離間して形成された複数の係合突設部５０が突設されている。そして、
時計ケース１４の下端近傍の内周側には、この裏蓋１６の中子部材４８の係合突設部５０
が嵌合する係合用凹部５２が形成されている。
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【０１５２】
　また、ムーブメント２０の側部上方の大径部２０ｂと、中子部材４８の上端部との間に
は、支持枠５４が介装されている。
　このように構成することによって、裏蓋１６の中子部材４８の係合突設部５０を、時計
ケース１４の下端近傍の内周側の係合用凹部５２に係合することによって、時計ケース１
４の内周側に形成された突出部３２と、裏蓋１６の中子部材４８の上端部の間で、支持枠
５４を介して、ムーブメント２０、ソーラーセル２２、文字板２４が、時計ケース１４の
内部に固定され、収容されるようになっている。
【０１５３】
　支持枠５４は、合成樹脂などの非導電性材料から成る。ハウジング１２の一部を構成す
る時計ケース１４がステンレスのような導電性材料からなる場合は、支持枠５４は、導電
性のケースとアンテナ２６との平面方向に沿った隙間を確保し、アンテナ２６の受信性能
を高く維持する。
【０１５４】
　なお、図２において、符号５１は、裏蓋１６と時計ケース１４との間を、密封状態で封
止するための防水パッキンである。
　また、本実施例では、図４に示すように、環状部材３６を文字板２４の外周に嵌着させ
ているが、文字板２４の外周に導電性の環状部材３６が配置されれば良く、図５に示すよ
うに、環状部材３６を文字板２４の外周に形成した凹部２５に嵌着するようにしてもよい
。
【０１５５】
　このように構成することで、文字板２４と環状部材３６が一体となり、文字板２４と環
状部材３６を時計ケース１４に組み込み易くなり、作業効率が向上し、製造コストを低減
することができる。
【０１５６】
　また、図４に示すように文字板２４の下方に補強のために基板２４ａを配置しても良い
。基板２４ａは、ソーラーセル２２の発電に寄与する波長の外光を透過する透光性材料か
ら構成される。ここで、透光性材料としては、例えば、プラスチックやガラス、セラミッ
クなどが挙げられるが、これに限定されるものではない。
【０１５７】
　また、図５には基板２４ａが図示されていないが、図４と同様に、文字板２４の下方に
透光性材料からなる基板２４ａを配置しても良いし、配置しなくともよい。
　ところで、このような無線機能付き時計１０においては、アンテナ２６が電波を受信す
る際に、導電性の環状部材３６において、その環状壁の周方向に沿った渦電流が誘導電流
として流れることになる。
【０１５８】
　この渦電流が、ハウジング１２の外部からの電波を相殺してしまい、アンテナ２６の受
信感度が極めて低下してしまうことになる。
　このような現象を回避するために、本発明の無線機能付き時計１０においては、環状部
材３６を周方向に分断するスリット５６が形成されているので、このスリット５６によっ
て、環状部材３６に沿って渦電流が流れるのが分断され、渦電流の発生が阻止されること
になる。
【０１５９】
　これにより、環状部材３６に流れる渦電流に起因するアンテナ２６の受信感度の低下が
阻止されることになり、アンテナ２６の受信感度が向上することになる。
　この場合、環状部材３６に形成されるスリット５６の数、形成位置としては、特に限定
されるものではないが、下記のように形成するのが、それぞれの理由から好ましいもので
ある。
【０１６０】
　すなわち、図６に示した実施例では、スリット５６が、アンテナ２６の上方近傍に配置
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されている。
　このようにスリット５６を、アンテナ２６の上方近傍に配置することによって、アンテ
ナ２６の上方には、電波の受信を妨げる導電性の環状部材３６が存在しないので、アンテ
ナ２６の受信感度が向上することになる。
【０１６１】
　また、図７に示した実施例では、スリット５６が、アンテナ２６の開放両端部２６ａ、
２６ｂに対向して、アンテナ２６の上方近傍に配置された２つのスリット５６ａ、５６ｂ
から構成されている。
【０１６２】
　このように構成することによって、アンテナ２６の開放両端部２６ａ、２６ｂに対向す
る部分には、２つのスリット５６ａ、５６ｂによって、電波の受信を妨げる導電性の環状
部材３６が存在しないので、これらのスリット５６ａ、５６ｂを介して、電波がアンテナ
２６の開放両端部２６ａ、２６ｂに受信され、アンテナ２６の受信感度が向上することに
なる。
【０１６３】
　また、図８に示した実施例では、スリット５６が、アンテナ２６の少なくとも一方の開
放端部に対向して（図８では説明の便宜上２６ａに対向して設けた場合を示している）、
アンテナ２６の上方近傍に配置されたスリット５６ａから構成されている。
【０１６４】
　このように構成することによって、アンテナ２６の少なくとも一方の開放端部２６ａに
対向する部分には、スリット５６ａによって、電波の受信を妨げる導電性の環状部材３６
が存在しないので、このスリット５６ａを介して、電波がアンテナ２６の一方の開放端部
２６ａに受信され、アンテナ２６の受信感度が向上することになる。
（実施例２）
　図９は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の文字板２４と文字板２４の外周
に配置した環状部材３６のスリット５６内に絶縁部材６４を装着する状態を説明する部分
拡大斜視図、図１０は図９において、スリット５６内に絶縁部材６４を装着した状態を説
明する部分拡大斜視図である。
【０１６５】
　この実施例の無線機能付き時計１０は、図１～図２に示した無線機能付き時計１０と基
本的には同様な構成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な
説明を省略する。
【０１６６】
　この実施例の無線機能付き時計１０では、環状部材３６のスリット５６内に配置された
絶縁部材６４を備えている。
　すなわち、図９、図１０に示したように、絶縁部材６４は、その断面が、環状部材３６
の断面と略同一形状となっており、スリット５６内に装着することができるようになって
いる。
【０１６７】
　このように構成することによって、文字板２４の外周に配置した導電性の環状部材３６
に、環状部材３６を周方向に分断するスリット５６が形成され、このスリット５６内に絶
縁部材６４が配置されているので、この絶縁部材６４によって、環状部材３６に沿って渦
電流が流れるのが分断され、渦電流の発生が阻止されることになる。
【０１６８】
　これにより、環状部材３６に流れる渦電流に起因するアンテナ２６の受信感度の低下が
阻止されることになり、アンテナ２６の受信感度が向上することになる。
　また、このようにスリット５６内に絶縁部材６４が配置されているので、環状部材３６
の強度が維持されることにもなる。
【０１６９】
　なお、この実施例の図９、図１０では、後述する図１４に示したように、環状部材３６
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が、時計ケース１４の突出部３２から内側まで延び、外部から視認できる場合を考慮して
、環状部材３６に時字などの指標部材６９を配置している場合を示している。
【０１７０】
　しかしながら、図１の実施例のように、環状部材３６は、時計ケース１４の本体部から
内側に突出するように設けられた突出部３２に覆われて露出せず、看者から視認できない
位置に配置されていても良く、また、この実施例の図９、図１０、後述する図１４の実施
例に示したように、時計ケース１４の突出部３２から内側まで延び、一部が突出部３２に
覆われずに露出し、または、全部が突出部３２に覆われずに露出して、看者から視認でき
る位置に配置されていてもよい。
【０１７１】
　このように、環状部材３６が、看者から視認できる位置に配置されている場合には、絶
縁部材６４の断面が、環状部材３６の断面と略同一形状となっているので、絶縁部材６４
の視認面が、環状部材３６の視認面と略同一平面を形成していることになる。
【０１７２】
　従って、絶縁部材６４の視認面が、環状部材３６とが一体的に視認されるので、環状部
材３６の美観と高級感が向上し、時計自体の美観も向上することになる。
　この場合、絶縁部材６４を構成する絶縁材料としては、特に限定されるものではないが
、例えば、合成樹脂、ゴム、または、セラミックなどの非導電性の絶縁材料を採用するこ
とができる。
【０１７３】
　なお、環状部材３６全体が、看者から視認できる位置に配置されている場合には、突出
部３２の下面には、例えば、絶縁部材や絶縁被膜が被覆された導電性部材、スリットを入
れた導電性部材など、アンテナ２６の電波の受信感度を低下させない部材により構成され
る別の部材が配置されていることが望ましい。
【０１７４】
　また、導電性の素材に、非導電性の被膜が被覆された部材とすることも可能である。こ
の場合、絶縁部材６４を構成する導電性材料としては、環状部材３６を構成する導電性の
材料と同様に、例えば、金、銀、銅、黄銅、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、チタン
、または、これらの合金などを採用することができる。また、例えば、チタン合金、ステ
ンレススチール、タンタルカーバイドなどを採用することもできる。
【０１７５】
　そして、この絶縁部材を構成する導電性材料に被覆される非導電性の被膜としては、す
なわち絶縁被膜としては、例えば、非導電性の塗装被膜、非導電性の印刷被膜、非導電性
の乾式メッキ被膜が挙げられる。
【０１７６】
　また、このような絶縁被膜としては、例えば、
・ＤＬＣ（Diamond Like Carbon（ダイヤモンドの様なカーボン））などのＣＶＤ被膜、
・アクリル系材料、ウレタン系材料、または、セルロース系材料などの有機材料の絶縁被
膜、
・クロム化合物を含むクロム化合物系被膜、または、酸化アルミ化合物を含む酸化アルミ
系被膜、
などを採用することができる。
【０１７７】
　なお、クロム化合物系被膜としては、例えば、酸化クロム化合物を含む酸化クロム系被
膜、窒化クロム化合物を含む窒化クロム系被膜、炭化クロム化合物を含む炭化クロム系被
膜を採用することができる。
【０１７８】
　また、このような絶縁被膜の代わりに、合成樹脂やゴムなどから成る絶縁シートが絶縁
部材６４を構成する導電性材料に貼着された絶縁部材６４であってもかまわない。
　この場合、絶縁部材６４が、非導電性の合成樹脂であれば、環状部材３６をスリット５
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６の部分で確実に絶縁することができ、スリット５６の大きさや形状に合わせた絶縁部材
６４を、例えば、一体成形などで容易に製造することができる。
【０１７９】
　また、絶縁部材６４は、不用意に環状部材３６のスリット５６から脱落しないように、
環状部材３６に固定されることが好ましい。この固定手段としては、例えば、嵌合、圧入
、接合、インサート成型など、機械的な係合手段を採用することができる。
（実施例３）
　図１１は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の図２と同様な部分拡大断面図
で、環状部材３６とハウジング１２から内側に突出するように設けられた突出部３２との
間に絶縁領域３８を設けた状態を説明する部分拡大断面図である。
【０１８０】
　この実施例の無線機能付き時計１０は、図１～図２に示した無線機能付き時計１０と基
本的には同様な構成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な
説明を省略する。
【０１８１】
　この実施例の無線機能付き時計１０では、図１１に示すように、ハウジング１２の内側
に突出するように設けられた突出部３２と、環状部材３６との間に、絶縁領域３８が配置
されている。
【０１８２】
　このような絶縁領域３８を設けることにより、導電性の時計ケース１４と導電性の環状
部材３６との間の導通が遮断され、誘導電流が発生しないので、これらの環状部材３６と
時計ケース１４との間に流れる渦電流に起因するアンテナ２６の受信感度の低下が阻止さ
れることになり、アンテナ２６の受信感度が向上することになる。
【０１８３】
　また、図１２に示したように、本実施例と実施例１～２とを組み合わせることにより、
すなわち、
・絶縁領域３８とスリット５６、
・絶縁領域３８とスリット５６とスリット５６に配置した絶縁部材６４
を組み合わせることによって、環状部材３６に渦電流が流れるのを阻止するとともに、導
電性の時計ケース１４と導電性の環状部材３６との間に誘導電流が流れるのを阻止するこ
とができるため、相乗効果により、さらにアンテナ２６の受信感度は向上する。
【０１８４】
　なお、この場合、絶縁領域３８の数、形成位置としては、特に限定されるものではない
が、絶縁領域は、環状部材３６の円周方向全面にわたって設けても良いが、図示しないが
、下記のように形成するのが、それぞれの理由から好ましいものである。
【０１８５】
　すなわち、図６に示した実施例のスリット５６の配置と同様に、絶縁領域３８が、アン
テナ２６の上方近傍に配置してもよい。
　このように絶縁領域３８を、アンテナ２６の上方近傍に配置することによって、アンテ
ナ２６の上方では、環状部材３６と時計ケース１４との間に配置された絶縁領域３８によ
って、導電性の環状部材３６と時計ケース１４との間で、誘導電流が発生しないので、ア
ンテナ２６の受信感度が向上することになる。
【０１８６】
　また、図７に示した実施例のスリット５６の配置と同様に、絶縁領域３８が、アンテナ
２６の開放両端に対向して、アンテナ２６の上方近傍に配置された２つの絶縁領域３８か
ら構成しても良い。
【０１８７】
　このように構成することによって、アンテナ２６の開放両端部２６ａ、２６ｂに対向す
る部分では、２つの絶縁領域３８によって、導電性の環状部材３６と時計ケース１４との
間で、誘導電流が発生しないので、電波がアンテナ２６の開放両端部２６ａ、２６ｂに受
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信され、アンテナ２６の受信感度が向上することになる。
【０１８８】
　また、図８に示した実施例のスリット５６の配置と同様に、絶縁領域３８が、アンテナ
２６の少なくとも一方の開放端部２６ａに対向して、アンテナ２６の上方近傍に配置され
た絶縁領域３８から構成しても良い。
【０１８９】
　このように構成することによって、アンテナ２６の少なくとも一方の開放端部２６ａに
対向する部分では、環状部材３６と時計ケース１４との間に配置された絶縁領域３８によ
って、導電性の環状部材３６と時計ケース１４との間との間で、誘導電流が発生しないの
で、電波がアンテナ２６の一方の開放端部２６ａに受信され、アンテナ２６の受信感度が
向上することになる。
【０１９０】
　この場合、絶縁領域３８が、環状部材３６と時計ケース１４との間に配置された絶縁部
材から構成することができる。
　このような絶縁領域３８を構成する絶縁部材としては、特に限定されるものではないが
、例えば、合成樹脂、ゴム、または、セラミックなどの非導電性の絶縁部材を採用するこ
とができる。
【０１９１】
　また、導電性の素材に、非導電性の被膜が被覆された部材とすることも可能である。こ
の場合、絶縁部材を構成する導電性材料としては、環状部材３６を構成する導電性の材料
と同様に、例えば、金、銀、銅、黄銅、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、チタン、ま
たは、これらの合金などを採用することができる。また、例えば、チタン合金、ステンレ
ススチール、タンタルカーバイドなどを採用することもできる。
【０１９２】
　そして、この絶縁部材を構成する導電性材料に被覆される非導電性の被膜としては、す
なわち絶縁被膜としては、例えば、非導電性の塗装被膜、非導電性の印刷被膜、非導電性
の乾式メッキ被膜が挙げられる。
【０１９３】
　また、このような絶縁被膜としては、例えば、
・ＤＬＣ（Diamond Like Carbon（ダイヤモンドの様なカーボン））などのＣＶＤ被膜、
・アクリル系材料、ウレタン系材料、または、セルロース系材料などの有機材料の絶縁被
膜、
・クロム化合物を含むクロム化合物系被膜、または、酸化アルミ化合物を含む酸化アルミ
系被膜、
などを採用することができる。
【０１９４】
　なお、クロム化合物系被膜としては、例えば、酸化クロム化合物を含む酸化クロム系被
膜、窒化クロム化合物を含む窒化クロム系被膜、炭化クロム化合物を含む炭化クロム系被
膜を採用することができる。
【０１９５】
　また、このような絶縁被膜の代わりに、合成樹脂やゴムなどから成る絶縁シートが絶縁
部材を構成する導電性材料に貼着された絶縁部材であってもかまわない。
　また、この場合、絶縁部材を、環状部材側である環状部材３６側に貼着することもでき
る。
【０１９６】
　このように構成することによって、例えば、シート状の絶縁部材を環状部材３６側に貼
着するだけで良いので、環状部材３６側、すなわち、文字板２４を時計ケース１４に組み
込み易くなり、作業能率が向上し、製造コストを低減することができる。
【０１９７】
　また、絶縁部材を、時計ケース１４側に貼着することもできる。
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　このように構成することによって、例えば、シート状の絶縁部材を時計ケース１４側に
貼着するだけで良いので、環状部材３６すなわち、文字板２４を時計ケース１４に組み込
み易くなり、作業能率が向上し、製造コストを低減することができる。
【０１９８】
　また、絶縁領域３８を、環状部材３６と時計ケース１４との間の境界面の少なくともい
ずれか一方に形成された絶縁被膜から構成することもできる。
　このように構成することによって、例えば、絶縁材料を塗装、蒸着などによって形成す
ることによって、環状部材３６と時計ケース１４との間の境界面の少なくともいずれか一
方に、絶縁被膜からなる絶縁領域を形成することができ、作業能率が向上し、製造コスト
を低減することができる。
【０１９９】
　また、この場合、環状部材３６に絶縁被膜を形成する場合には、図１３に示したように
、環状部材３６の全面に形成することができる。
　このように構成することによって、例えば、環状部材３６を絶縁材料液に浸漬すること
によって、絶縁被膜を形成することができ、作業能率が向上し、製造コストを低減するこ
とができる。
（実施例４）
　図１４は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の環状部材３６が、看者から視
認できる位置に配置されている状態を説明する上面図である。
【０２００】
　この実施例の無線機能付き時計１０は、図１～図２に示した無線機能付き時計１０と基
本的には同様な構成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な
説明を省略する。
【０２０１】
　この実施例の無線機能付き時計１０では、文字板２４の外周に配置した環状部材３６が
、時計ケース１４の突出部３２から内側まで延び、看者から視認できる位置に配置されて
いる。
【０２０２】
　なお、この実施例の絶縁部材６４は、図９、図１０に示した実施例の絶縁部材６４と同
様な材料から構成することができる。
　このように環状部材３６が看者から視認される位置に配置された場合、環状部材３６の
スリット５６内に配置された絶縁部材６４の視認面の色調を、環状部材３６の視認面の色
調と同色色調とすることもできる。
【０２０３】
　このように、絶縁部材６４の視認面の色調を、環状部材３６の視認面の色調と同色色調
となるように構成することによって、絶縁部材６４が視認されにくくなり、環状部材３６
の美観、時計自体の美観が向上することになる。なお、「視認面」とは、外面のうち、看
者に視認される領域を言う。
【０２０４】
　また、絶縁部材６４の視認面の色調が、環状部材３６の視認面の色調と異色色調とする
こともできる。
　このように、絶縁部材６４の視認面の色調を、環状部材３６の視認面の色調と異色色調
となるように構成することによって、例えば、この絶縁部材６４の部分を、美観上、また
は、何らかの情報を、例えば、時計の携帯者などの観察者に視認し易くすることができる
。
【０２０５】
　この場合、「同色色調」とは、環状部材３６と絶縁部材６４との色調とが、共に同じ色
調と認識され得る範囲内にあることを意味し、その色調の濃淡や明暗など、色調の外観上
の風合いが完全に一致することに限定されない。
【０２０６】
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　なお、環状部材３６と絶縁部材６４の視認面の色調とは、環状部材３６と絶縁部材６４
の素材そのものの色調であっても、環状部材３６と絶縁部材６４に被覆された被膜の色調
であってもよい。
【０２０７】
　従って、「異色色調」とは、このような環状部材３６と絶縁部材６４の視認面の色調が
、上記の同色色調と認められない色調の組み合わせを言う。
　なお、図９、図１０に示した実施例の絶縁部材６４で示したように、環状部材３６に時
字などの指標部材６９を配置することもできる。
さらに、絶縁部材６４を、時計の機能表示を示す指標とすることもできる。
【０２０８】
　このように、絶縁部材６４を、例えば、時刻表示、日付表示、曜日表示、月表示、年表
示、電池の残量表示、圧力や温度などの外環境測定値の表示、アンテナ２６の受信感度表
示、アンテナ２６における受信の成否の表示などの時計の機能表示を示す指標とすること
によって、時計の機能表示を、例えば、時計の携帯者などの観察者に示すことができる。
【０２０９】
　特に、環状部材３６の視認面の色調と異色色調の絶縁部材６４を指標にした場合には、
このような時計の機能表示を観察者により視認し易くすることができる。
　この場合、絶縁部材６４の数、形成位置としては、図６～図８の実施例のスリット５６
と同様に、
・図６に示した実施例のように、絶縁部材６４を、アンテナ２６の上方近傍に配置する方
法、
・図７に示した実施例のように、絶縁部材６４を、アンテナ２６の開放両端部２６ａ、２
６ｂに対向して、アンテナ２６の上方近傍に配置された２つの絶縁部材６４ａ、６４ｂか
ら構成する方法、
・図８に示した実施例のように、絶縁部材６４を、アンテナ２６の少なくとも一方の開放
端部２６ａに対向して、アンテナ２６の上方近傍に配置された絶縁部材６４ａから構成す
る方法、
などを採用することができる。
（実施例５）
　図１５は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の図９と同様な部分拡大斜視図
で、スリット５６内に絶縁部材６４、付加部材６５を装着する状態を説明する部分拡大斜
視図、図１６は、図１５の無線機能付き時計１０において、スリット５６内に絶縁部材６
４、付加部材６５を装着した状態を説明する部分拡大斜視図である。
【０２１０】
　この実施例の無線機能付き時計１０は、図１～図２に示した無線機能付き時計１０と基
本的には同様な構成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な
説明を省略する。
【０２１１】
　この実施例の無線機能付き時計１０では、文字板２４の外周に配置した環状部材３６が
、時計ケース１４の突出部３２から内側まで延び、看者から視認できる位置に配置されて
いる場合を示すものである。
【０２１２】
　しかしながら、図１の実施例のように、環状部材３６は、時計ケース１４の本体部から
内側に突出するように設けられた突出部３２に覆われて露出せず、看者から視認できない
位置に配置されていても良く、また、この実施例の図９、図１０、図１４の実施例に示し
たように、時計ケース１４の突出部３２から内側まで延び、一部が突出部３２に覆われず
に露出し、または、全部が突出部３２に覆われずに露出して、看者から視認できる位置に
配置されていてもよい。
【０２１３】
　すなわち、この実施例の無線機能付き時計１０では、絶縁部材６４が、導電性の付加部
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材６５を保持しており、この付加部材６５が、外方から視認され得るように、かつ環状部
材３６と接触しないように絶縁部材６４に保持されている。
【０２１４】
　具体的には、付加部材６５が、絶縁部材６４に形成された凹部６４ｃ内に配置され、付
加部材６５が絶縁部材６４に形成された凹部６４ｃ内に確実に固定することができるよう
になっている。
【０２１５】
　なお、付加部材６５は、不用意に絶縁部材６４の凹部６４ｃから脱落しないように絶縁
部材６４に固定されることが好ましい。この固定手段としては、例えば、嵌合、圧入、接
合、インサート成型など、機械的な接合手段が採用される。絶縁部材６４と付加部材６５
とを接合する接合層には、例えば、接着剤、粘着剤、または両面テープなどが用いられる
。
【０２１６】
　このように構成することによって、絶縁部材６４に保持された導電性の付加部材６５に
より、絶縁部材６４に金属外観が付与されることになるので、環状部材３６の美観と高級
感が向上し、時計自体の美観も向上することになる。
【０２１７】
　また、付加部材６５が、環状部材３６と接触しないように絶縁部材６４に保持されてい
るので、環状部材３６に渦電流が発生せず、アンテナ２６の受信感度が向上する。
　この場合、付加部材６５の視認面の色調が、環状部材３６の視認面の色調と同色色調と
することができる。
【０２１８】
　このように、付加部材６５の視認面の色調が、環状部材３６の視認面の色調と同色色調
となるように構成することによって、付加部材６５が視認されにくくなり、環状部材３６
の美観、時計自体の美観が向上することになる。
【０２１９】
　また、付加部材６５の視認面の色調が、環状部材３６の視認面の色調と異色色調とする
こともできる。
　このように、付加部材６５の視認面の色調が、環状部材３６の視認面の色調と異色色調
となるように構成することによって、例えば、この付加部材６５の部分を、美観上、また
は、何らかの情報を、例えば、時計の携帯者などの観察者に視認し易くすることができる
。
【０２２０】
　また、付加部材６５を、時計の機能表示を示す指標とすることもできる。
　すなわち、付加部材６５を、例えば、時刻表示、日付表示、曜日表示、月表示、年表示
、電池の残量表示、圧力や温度などの外環境測定値の表示、アンテナ２６の受信感度表示
、アンテナ２６における受信の成否の表示などの時計の機能表示を示す指標とすることに
よって、時計の機能表示を、例えば、時計の携帯者などの観察者に示すことができる。
【０２２１】
　この場合、図１７に示したように、付加部材６５自体を、時計の機能表示を示す指標と
して用いられてもよい。
　また、付加部材６５の視認面に、このような指標が形成されてもよい。また、付加部材
６５は、ブランド名、メーカー名、商品名などを表すマークやエンブレムなどの商品表示
部材であってもよい。
【０２２２】
　さらに、図１８に示したように、付加部材６５は、観る者に美観を起こさせる装飾部材
６６であってもよい。
　このように構成することによって、絶縁部材６４に、例えば、宝石や貴石などの輝石か
らなる装飾部材６６を備えることによって、環状部材３６の美観と高級感が向上し、時計
自体の美観も向上することになる。
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【０２２３】
　また、特に、環状部材３６の視認面の色調と異色色調の付加部材６５を指標にした場合
には、このような時計の機能表示を観察者により視認し易くすることができる。
　また、環状部材３６と絶縁部材６４と付加部材６５の視認面が、略同一平面を形成する
ようにすることもできる。
【０２２４】
　このように構成することによって、環状部材３６と絶縁部材６４と付加部材６５とが一
体的に視認されるので、環状部材３６の美観と高級感が向上し、時計自体の美観も向上す
ることになる。
【０２２５】
　なお、付加部材６５を構成する材料としては、特に限定されるものではなく、環状部材
３６と同様な材料などを用いることができる。
（実施例６）
　図１９は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の図９と同様な部分拡大斜視図
で、スリット５６内に絶縁部材６８、付加部材６５を装着する状態を説明する部分拡大斜
視図、図２０は、図１９の無線機能付き時計１０において、スリット５６内に絶縁部材６
８、付加部材６５を装着した状態を説明する部分拡大斜視図である。
【０２２６】
　この実施例の無線機能付き時計１０は、図１～図２に示した無線機能付き時計１０と基
本的には同様な構成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な
説明を省略する。
【０２２７】
　なお、この実施例の図１９、図２０では、図１４の実施例に示したように、環状部材３
６が、時計ケース１４の突出部３２から内側まで延び、外部から視認できる場合を考慮し
て、環状部材３６に時字などの指標部材６９を配置している場合を示している。
【０２２８】
　しかしながら、図１の実施例のように、環状部材３６は、時計ケース１４の本体部から
内側に突出するように設けられた突出部３２に覆われて露出せず、看者から視認できない
位置に配置されていても良く、また、この実施例の図９、図１０、図１４の実施例に示し
たように、時計ケース１４の突出部３２から内側まで延び、看者から視認できる位置に配
置されていてもよい。
【０２２９】
　この実施例の無線機能付き時計１０では、スリット５６内に一定間隔離間して配置され
た２つの絶縁部材６８ａ、６８ｂの間に、付加部材６５が配置されている。
　このように構成することによって、付加部材６５が２つの絶縁部材６８ａ、６８ｂの間
に確実に固定することができる。
【０２３０】
　また、付加部材６５と絶縁部材６８ａ、６８ｂの視認面とが略同一平面を形成するよう
に、２つの絶縁部材６８ａ、６８ｂの間に付加部材６５を配置することができ、環状部材
３６と絶縁部材６８ａ、６８ｂと付加部材６５とが一体的に視認されるので、環状部材３
６の美観と高級感が向上し、時計自体の美観も向上することになる。
【０２３１】
　この実施例の無線機能付き時計１０は、図１～図２に示した無線機能付き時計１０と基
本的には同様な構成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な
説明を省略する。
【０２３２】
　なお、この実施例の図２１では、図１４の実施例に示したように、環状部材３６が、時
計ケース１４の突出部３２から内側まで延び、外部から視認できる場合を考慮して、環状
部材３６に時字などの指標部材６９を配置している場合を示している。
【０２３３】
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　この実施例の無線機能付き時計１０では、絶縁部材６４が、文字板２４上面に延出する
指標部を備えている。
　このように構成することによって、絶縁部材６４を、時計の機能表示を示す指標として
用いられる場合、文字板２４上面に延出する指標部が、時計の機能表示を明確に指示する
ことになり、例えば、時計の携帯者などの観察者が、時計の機能表示を視認し易くなる。
【０２３４】
　この場合、図示しないが、図１５、図１６の実施例と同様に、絶縁部材６４が、導電性
の付加部材６５を保持しており、この付加部材６５が、文字板２４上面に延出して、指標
部を構成するようにすることも可能である。
【０２３５】
　このように構成することによって、付加部材６５を、時計の機能表示を示す指標として
用いられる場合、文字板２４上面に延出する指標部が、時計の機能表示を明確に指示する
ことになり、時計の携帯者などの観察者が、時計の機能表示を視認しやすくなる。
（実施例８）
　図２２は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の図８と同様な部分拡大斜視図
で、スリット５６内に絶縁部材６４、付加部材６５を装着する状態を説明する部分拡大斜
視図、図２３は、図２２の無線機能付き時計１０において、スリット５６内に絶縁部材６
４、付加部材６５を装着した状態を説明する部分拡大斜視図である。
【０２３６】
　この実施例の無線機能付き時計１０は、図１～図２に示した無線機能付き時計１０と基
本的には同様な構成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な
説明を省略する。
【０２３７】
　この実施例の無線機能付き時計１０では、図２２、図２３に示したように、付加部材６
５が、環状部材３６と絶縁部材６４との境界の少なくとも一部を覆う覆い部７０を備えて
いる。
【０２３８】
　このように構成することによって、環状部材３６と絶縁部材６４との境界が、付加部材
６５の覆い部７０で隠されて視認されなくなるので、環状部材３６の美観と高級感がさら
に向上する。
【０２３９】
　また、この場合、図２２、図２３に示したように、付加部材６５を絶縁部材６４に装着
するために、この実施例では、付加部材の背面に係合凸部６５ａが形成され、これに対応
して、絶縁部材に係合孔部６４ｄが形成されており、係合凸部６５ａと係合孔部６４ｄと
の係合によって、付加部材６５が絶縁部材６４に取り付けられるようになっている。
【０２４０】
　このように構成することによって、係合凸部６５ａと係合孔部６４ｄとの係合によって
、付加部材６５を絶縁部材６４にさらに確実に固定することができる。
　なお、この場合、絶縁部材６４と付加部材６５のいずれか一方に突設された係合凸部と
、他方に形成された係合孔部とを係合することによって、付加部材を絶縁部材に取り付け
ればよく、付加部材に係合孔部を設け、絶縁部材に係合凸部を設けることも可能である。
【０２４１】
　さらに、この場合、図２３に示したように、付加部材６５の覆い部７０と環状部材３６
との間に、絶縁部材６４より延出する延出部を形成するのが望ましい。
　このように構成することによって、環状部材３６と絶縁部材６４との境界を越えて延び
た、導電性の付加部材６５の覆い部７０が、絶縁部材６４の延出部に妨げられて、導電性
の環状部材３６に接触しないことになる。
【０２４２】
　その結果、導電性である付加部材６５と環状部材３６とが確実に絶縁されるので、環状
部材３６に渦電流が生じるのが回避され、アンテナの受信感度が向上することになる。
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　なお、この場合、図２２～図２３の実施例では、絶縁部材６４より延出する延出部を、
付加部材６５の覆い部７０よりも延出距離を短く設定しているが、図２４に示したように
、絶縁部材６４より延出する延出部を、付加部材６５の覆い部７０よりも延出距離を略同
一とすることによって、導電性の付加部材６５の覆い部７０が、完全に、絶縁部材６４の
延出部に妨げられて、導電性の環状部材３６に接触しないことになり、環状部材３６に渦
電流が生じるのが回避され、アンテナの受信感度が向上することになる。
（実施例９）
　図２５は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の図２と同様な部分拡大断面図
で、見返しリング６０と環状部材３６との間に絶縁領域６１を設けた状態を説明する部分
拡大断面図である。
【０２４３】
　この実施例の無線機能付き時計１０は、図１～図２に示した無線機能付き時計１０と基
本的には同様な構成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な
説明を省略する。
【０２４４】
　この実施例の無線機能付き時計１０では、見返しリング６０と導電性の環状部材３６と
の間に絶縁領域６１が設けられている。
　このように、見返しリング６０と環状部材３６との間に、絶縁領域６１を備えることに
よって、アンテナ２６が電波を受信する際に、導電性の見返しリング６０と導電性の環状
部材３６との間に流れる誘導電流に起因する電波の遮蔽作用を抑制できるため、アンテナ
２６の受信感度は向上することになる。
【０２４５】
　なお、絶縁領域６１としては、図１１の実施例に挙げた絶縁領域３８と同様のものを用
いることができる。
　また、図２６に示したように、見返しリング６０の全面に絶縁領域として絶縁被膜６３
を形成することもできる。この場合には、例えば、見返しリング６０を絶縁材料液に浸漬
することによって、絶縁被膜６３を形成することができる。また、見返しリング６０自体
を絶縁性の部材で構成してもよい。ここで、絶縁性の部材としては、前述した絶縁部材６
４と同じ材料を利用することができる。
（実施例１０）
　図２７は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の図２と同様な部分拡大断面図
で、ベゼル８０と環状部材３６との間に絶縁領域８１を設けた状態を説明する部分拡大断
面図である。
【０２４６】
　この実施例の無線機能付き時計１０は、図１～図２に示した無線機能付き時計１０と基
本的には同様な構成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な
説明を省略する。
【０２４７】
　この実施例の無線機能付き時計１０では、ベゼル８０と導電性の環状部材３６との間に
絶縁領域８１が設けられている。
　このように、ベゼル８０と環状部材３６との間に、絶縁領域８１を備えることによって
、アンテナ２６が電波を受信する際に、導電性のベゼル８０と導電性の環状部材３６との
間に流れる誘導電流に起因する電波の遮蔽作用を抑制できるため、アンテナ２６の受信感
度は向上することになる。
【０２４８】
　なお、絶縁領域８１としては、図１１の実施例に挙げた絶縁領域３８と同様のものを用
いることができる。
（実施例１１）
　図２８は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の部分拡大斜視図で、環状部材
３６に形成されたスリット５６の位置に対応して、突出部３２にスリットを設けた状態を
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説明する部分拡大斜視図である。
【０２４９】
　この実施例の無線機能付き時計１０は、図１～図２に示した無線機能付き時計１０と基
本的には同様な構成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な
説明を省略する。
【０２５０】
　この実施例の無線機能付き時計１０では、環状部材３６に形成されたスリット５６の位
置に対応して、突出部３２にもスリットが設けられている。
　このように、突出部３２にもスリットが設けられることで、アンテナ２６が受信する電
波が導電性の突出部３２に遮られず、スリットを介して電波を受信することができるので
、環状部材３６にスリット５６を設けた効果との相乗効果により、さらに電波の受信感度
が向上することになる。
【０２５１】
　なお、突出部３２の代わりに、図２９～図３０に示したように、見返しリング６０、ま
たは、ベゼル８０を備えた場合も同様に、環状部材３６のスリット５６の位置に対応して
、見返しリング６０、または、ベゼル８０にもスリットを設けることで、電波の受信感度
が向上することになる。
【０２５２】
　この場合には、必要に応じて、防水性と強度を維持するために、見返しリング６０、お
よび、ベゼル８０に設けたスリット内に、絶縁性の部材を配置することもできる。
　以上、本発明の好ましい実施の態様を説明してきたが、本発明はこれに限定されること
はなく、例えば、上記実施例では時計ケース１４が金属製の略円筒形状の枠体を構成する
場合について説明したが、時計ケース１４の形状はこれに限定されるものではなく、例え
ば、略矩形状であってもよいし、略楕円筒状であってもかまわない。
【０２５３】
　また、本発明における無線機能付き時計１０の構造は、腕時計に適用された場合に上述
の顕著な効果を発揮する。しかしながら、本発明における無線機能付き時計の構造は、腕
時計以外に、例えば、置時計や掛け時計などにも適用され得る。
【０２５４】
　さらに、本発明におけるハウジング１２を構成する部品、例えば、時計ケース１４にス
リットが形成されても良く、または、時計ケース１４にスリットを形成せずに、環状部材
３６だけにスリットが形成されてもかまわない。時計ケース１４におけるスリットの有無
にかかわらず、本発明によれば、環状部材３６の渦電流に起因するアンテナ２６の受信感
度の低下が回避されるので、アンテナ２６の受信感度が向上する。このように、本発明の
目的を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２５５】
【図１】図１は、本発明の無線機能付き時計の実施例の分解斜視図である。
【図２】図２は、図１の無線機能付き時計の組み立てた状態のＡ－Ａ線方向の部分拡大断
面図である。
【図３】図３は、本発明の環状部材の位置を示す実施例の上面図である。
【図４】図４は、環状部材３６を文字板２４の外周に嵌着した状態を示す部分拡大図であ
る。
【図５】図５は、環状部材３６を文字板２４の外周に形成した凹部２５に嵌着した状態を
示す部分拡大図である。
【図６】図６は、本発明の無線機能付き時計のスリット５６の配置を示す実施例の上面図
である。
【図７】図７は、本発明の無線機能付き時計のスリット５６の配置を示す実施例の上面図
である。
【図８】図８は、本発明の無線機能付き時計のスリット５６の配置を示す実施例の上面図
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である。
【図９】図９は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の文字板２４と文字板２４
の外周に配置した環状部材３６のスリット５６内に絶縁部材６４を装着する状態を説明す
る部分拡大図である。
【図１０】図１０は、図９において、スリット５６内に絶縁部材６４を装着した状態を説
明する部分拡大図である。
【図１１】図１１は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の環状部材３６とハウ
ジング１２から内側に設けられた突出部３２との間に絶縁領域３８を設けた状態を説明す
る部分拡大図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施例の無線機能付き時計１０において、環状部材３６と
ハウジング１２から内側に設けられた突出部３２との間に絶縁領域３８を設けた状態を説
明する部分拡大斜視図である。
【図１３】図１３は、図１２において、環状部材３６の全面に絶縁被膜３９を形成した場
合の部分拡大断面図である。
【図１４】図１４は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の環状部材３６が、看
者から視認できる位置に配置されている状態を説明する上面図である。
【図１５】図１５は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０のスリット５６内に絶
縁部材６４、付加部材６５を装着する状態を説明する部分拡大斜視図である。
【図１６】図１６は、図１５において、スリット５６内に絶縁部材６４、付加部材６５を
装着した状態を説明する部分拡大斜視図である。
【図１７】図１７は、図１５の無線機能付き時計１０において、付加部材６５自体を、時
計の機能表示を示す指標とした場合の部分拡大斜視図である。
【図１８】図１８は、図１５の無線機能付き時計１０において、付加部材６５の代わりに
、装飾部材６６を備えた場合の部分拡大斜視図である。
【図１９】図１９は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０のスリット５６内に絶
縁部材６４、付加部材６５を装着する状態を説明する部分拡大斜視図である。
【図２０】図２０は、図１９において、スリット５６内に絶縁部材６４、付加部材６５を
装着した状態を説明する部分拡大斜視図である。
【図２１】図２１は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の図９と同様な部分拡
大斜視図である。
【図２２】図２２は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０のスリット５６内に絶
縁部材６４、付加部材６５を装着する状態を説明する部分拡大斜視図である。
【図２３】図２３は、図２２において、スリット５６内に絶縁部材６４、付加部材６５を
装着した状態を説明する部分拡大斜視図である。
【図２４】図２４は、図２３において、延出部を付加部材６５の覆い部７０よりも延出距
離を略同一とした場合の部分拡大斜視図である。
【図２５】図２５は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０の見返しリング６０と
環状部材３６との間に絶縁領域６１を設けた状態を説明する部分拡大断面図である。
【図２６】図２６は、図２５において、見返しリング６０の全面に絶縁被膜６３を形成し
た場合の部分拡大断面図である。
【図２７】図２７は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０のベゼル８０と環状部
材３６との間に絶縁領域８１を設けた状態を説明する部分拡大断面図である。
【図２８】図２８は、本発明の別の実施例の無線機能付き時計１０で、環状部材３６に形
成されたスリット５６の位置に対応して、突出部３２にスリットを設けた状態を説明する
部分拡大斜視図である。
【図２９】図２９は、図２８において、突出部３２の代わりに見返しリング６０を設けた
場合の部分拡大斜視図である。
【図３０】図３０は、図２８において、突出部３２の代わりにベゼル８０を設けた場合の
部分拡大斜視図である。
【図３１】図３１は、従来の無線機能付き時計の実施例の分解斜視図である。



(32) JP 4896678 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

【符号の説明】
【０２５６】
１０   無線機能付き時計
１２   ハウジング
１４   時計ケース
１６   裏蓋
１８   風防
２０   ムーブメント
２０ａ 小径部
２０ｂ 大径部
２２   ソーラーセル
２４   文字板
２４ａ 基板
２５   凹部
２６   アンテナ
２６ａ 開放端部
２６ｂ 開放端部
２８   バンド取り付け部
３０   脚部
３１   針軸
３２   突出部
３２   突設部
３６   環状部材
３８   絶縁領域
３８ａ 絶縁領域
３９   絶縁被膜
４６   パッキン
４８   中子部材
５０   係合突設部
５１   符号
５２   係合用凹部
５４   支持枠
５６   スリット
５６ａ スリット
５６ｂ スリット
６０   見返しリング
６１   絶縁領域
６２   見返し受け部
６３   絶縁被膜
６４   絶縁部材
６４ａ スリット
６４ｂ スリット
６４ｃ 凹部
６４ｄ 係合孔部
６５   付加部材
６５ａ 係合凸部
６６   装飾部材
６８ａ 絶縁部材
６８ｂ 絶縁部材
６９   指標部材
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７０   覆い部
８０   ベゼル
８１   絶縁領域
８５   スリット
１００ 電波時計
１０２ ハウジング
１０４ 時計ケース
１０６ 裏蓋
１０８ 風防
１１０ ムーブメント
１１２ ソーラーセル
１１４ 文字板
１１６ アンテナ
１１８ バンド取り付け部
１２０ 脚部
１２２ スリット

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図３０】 【図３１】
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